
《第４段階》　市町村民課税世帯 単位:円

月額（31日）

加算〈B〉

（1日） （31日） （1日） （31日） (31日） （31日） （1日） (31日） （1日） (31日） 合計

1 589 18,259 約50 1,550 2,417 855 26,505 1,445 44,795 93,526

2 659 20,429 約50 1,550 2,682 855 26,505 1,445 44,795 95,961

3 732 22,692 約50 1,550 2,958 855 26,505 1,445 44,795 98,500

4 802 24,862 約50 1,550 3,222 855 26,505 1,445 44,795 100,934

5 871 27,001 約50 1,550 3,484 855 26,505 1,445 44,795 103,335

《第３段階②》　市町村民税非課税世帯：合計所得金額+年金収入額が合計120万超の方 単位:円

介護度 地域区分 月額（31日）

加算〈B〉

（1日） （31日） （1日） （31日） (31日） （31日） （1日） (31日） （1日） (31日） 合計

1 589 18,259 約50 1,550 2,417 370 11,470 1,360 42,160 75,856

2 659 20,429 約50 1,550 2,682 370 11,470 1,360 42,160 78,291

3 732 22,692 約50 1,550 2,958 370 11,470 1,360 42,160 80,830

4 802 24,862 約50 1,550 3,222 370 11,470 1,360 42,160 83,264

5 871 27,001 約50 1,550 3,484 370 11,470 1,360 42,160 85,665

《第３段階①》市町村民税非課税世帯：合計所得金額+年金収入額が合計80万超120万円以下の方 単位:円

介護度 地域区分 月額（31日）

加算〈B〉

（1日） （31日） （1日） （31日） (31日） （31日） （1日） (31日） （1日） (31日） 合計

1 589 18,259 約50 1,550 2,417 370 11,470 650 20,150 53,846

2 659 20,429 約50 1,550 2,682 370 11,470 650 20,150 56,281

3 732 22,692 約50 1,550 2,958 370 11,470 650 20,150 58,820

4 802 24,862 約50 1,550 3,222 370 11,470 650 20,150 61,254

5 871 27,001 約50 1,550 3,484 370 11,470 650 20,150 63,655

《第２段階》　市町村民税非課税世帯：合計所得金額+年金収入額が８０万円以下の方 単位:円

介護度 地域区分 月額（31日）

加算〈B〉

（1日） （31日） （1日） （31日） (31日） （31日） （1日） (31日） （1日） (31日） 合計

1 589 18,259 約50 1,550 2,417 370 11,470 390 12,090 45,786

2 659 20,429 約50 1,550 2,682 370 11,470 390 12,090 48,221

3 732 22,692 約50 1,550 2,958 370 11,470 390 12,090 50,760

4 802 24,862 約50 1,550 3,222 370 11,470 390 12,090 53,194

5 871 27,001 約50 1,550 3,484 370 11,470 390 12,090 55,595

《第1段階》　老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 単位:円

介護度 地域区分 月額（31日）

加算〈B〉

（1日） （31日） （1日） （31日） (31日） （31日） （1日） (31日） （1日） (31日） 合計

1 589 18,259 約50 1,550 2,417 0 0 300 9,300 31,526

2 659 20,429 約50 1,550 2,682 0 0 300 9,300 33,961

3 732 22,692 約50 1,550 2,958 0 0 300 9,300 36,500

4 802 24,862 約50 1,550 3,222 0 0 300 9,300 38,934

5 871 27,001 約50 1,550 3,484 0 0 300 9,300 41,335

注）●加算（A)　… ●加算〈B〉 …

[サービス提供体制強化加算Ⅲ]　6円/日 [介護職員処遇改善加算Ⅰ]　1割負担（31日）＋加算〈A〉に8.3％を乗じた値

[夜勤職員配置加算Ⅰ（イ）] 22円/日 [介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ]　1割負担（31日）＋加算〈A〉に2.3％を乗じた値

[看護体制加算Ⅰ（イ）]　　6円/日 [介護職員等ベースアップ等支援加算]　1割負担（31日）＋加算〈A〉に1.6％を乗じた値

[栄養マネジメント強化加算]　　11円/日 ☆令和6年6月からは上記の処遇改善がひとつに統合します

[高齢者施設等感染対策向上加算]　10円/月 ●地域区分…[地域区分その他]　（1単位＝10.00円）

[協力医療機関連携加算]　100円/月

[科学的介護推進加算Ⅰ]　40円/月

●その他、利用ごとに加算されるものもあります。　[初期加算] 入所後30日間　30円　　[療養食加算] 療養食を提供　6円／食　　　など　

食費

居住費

加算〈A〉

介護サービス費

介護保険自己負担分時(１割)
居住費 食費

介護サービス費 加算〈A〉

介護保険自己負担分時(１割)
居住費

地域区分

介護サービス費

食費

介護保険自己負担分時(１割)
居住費 食費

介護サービス費 加算〈A〉

加算〈A〉

介護保険自己負担分時(１割)

居住費

食費

介護サービス費

加算〈A〉

特別養護老人ホーム同行園（多床室：2人・4人部屋）利用料金表
【令和6年4月1日 現在　】

◎市区町村への申請により、世帯の収入等の状況から「負担限度額認定」を受けた方は

食費や居住費の自己負担額が軽減される制度となっています。

介護度

介護保険自己負担分時(１割)


